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4)死因年次推移分類の変遷

本報告書の記述に、結核、悪性新生物、脳血管疾患などを主要死因として解析しているが、 その場合の主要

死因を、 それぞれの年次の死因分類番号で示すと、次のとおりである。

表2. 1死 因 年 次 推 移

HiOI Hi02 Hi03 Hi04 Hi05 心疾患 Hi06 Hi07 Hi08 慢性気管

結 核 悪性新生物 糖 尿 病 高血圧性疾患 （高血圧性を除く） 脳血管疾患 肺 炎 支炎及び肺気腫

小分類 中分類 小分類 中分類 小分類 中分類 小分類 中分類 小分類 中分類 小分類 中分類 小分類 中分類 小分類 中分類

（第1回）
明治32~39年 12-15 17-18 24 21 27 
(1899~ 1906) *44 *44 •44 

明治40~41年 13 16 20-2! 29 26 32 
(1907~1908) * 5l 水 51 * 51 

（第2回）
明治42～大正11年 25-32 13-16 4048 21-22 55 25 83-85 33 71-73 30 97-98 37 
(1909~1922) 58 •26 86 •34 * 32 

（第3回）
大正12～昭fa 7年 31-37 13-15 4349 16 57 37の 87-90 19 74.75 18 100-101 22 99（口） •21 

(1923~1932) 65 * 37 再掲 * 37 83 *37 106 * 23

（第4回）
昭和8 ~I碑 23-32 11-12 4553 18 59 22 90-95 3843 82 32 107-109 48 106（口） *47 

72 * 21 1E *50 

45-55 61 90.95 83 107-109 106b 
74 113 

B1-B2 140205 B18 260 B20 440•447 B28-B29 410-434 B25-B27 330334 B22 490493 831 502 
763 B43 a * * 527 

81-82 140-205 Bl8 260 B20 440-447 B28-B29 410-434 B25-B27 330-334 B22 490-493 B31 502 
763 B43 a * * 527 

B5-B6 140-209 BI9 250 B21 400-404 B27 393•398 B26 430-438 B30 480-486 B32 491-492 •B33.a 
410-429 B28-B29 B33b 

56 140-208 28-37 250 39 401-405 48-49 393398 46 430-438 58-60 480-486 63 491-492 •66-67 

(1933~1943) 

（第5回）
昭和21~24年 13-22 
(1946~1949) 

（第6回）
昭和25~3坪 001-019 
(1950~1957) 

（第7回）
昭和33~42年 001-019 
(1958~ 1967) 
（第8回）

昭和43~53年 010- 019 
(1968~ 1978) 
（第9回）

昭和54～平成6年 010-018 
(1979~1994) 410•429 51-52 

54-56 
（第10回）

平成7年～ Al5-Al9 01200 C00-C97 02100 El0-E14 04100 TIO-Tl3 09100 IOI 09200 160-169 09300 J12-J18 10200 J41-J43 "'10400 
(1995~) !02.0 

I05-109 
I20-I25 

127 
130-151 

注： 1 死因名は第10回分類による。 なお、表頭の分類の名称、小分類、中分類は、第10回分類の死因基本分類表、死因

簡単分類表に対応する。

2 ＊印はこの番号の一部であることを示す。 このため変遷を観察する場合は数字を計上していない。

3 *＊印はこの番号の大部分であることを示す。 このため変遷を観察する場合は数字を計上した。

4 .印は分類は存在するが、死因統計には用いていない。

5 明治32-39年及び明冶40~41年は同じ分類を使用しているが、分類番号が異なるのは、再掲を組み人れて通し番

号にしたためである。

6 結核について
. . . .

(I) 明治41年以前は、 るいれきを含まない。

(2) 昭和54年以降は、後遺症及び原因の記載のない滲出性胸膜炎を含まない。

(3) 平成7年以降は、結核を伴うじん肺(J 65)を含まない。

7 悪性新生物について

(I) 明治41年以前は、白血病及び仮性白血病を含まない。

8 心疾患について

(I) 明冶41年以前は、狭心症を含まない。

(21 昭和54年以降は、心臓麻痺、心臓衰弱を含む。






